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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穿孔に挿入するようにされ、かつ圧力媒体によって拡張可能なロックボトルと、
　前記ロックボルトに接続される接続ユニットとを備えたロックボルト打ちシステムであ
って、
　前記ロックボルト（７）を拡張せしめる拡張手段（１０）と、
　前記ロックボルトに接続可能な吊り下げ要素（１６）を備え、
　前記ロックボルトの接続ユニットが、穿孔内に挿入できるような外寸に構成されており
、
　前記接続ユニットが、ロックボルト（７）を拡張させる拡張手段（１０）とロックボル
トに接続可能な吊下げ要素（１６）とを取外し可能に相互作用する手段（１１）を備え、
　前記接続ユニットが、接続ユニットの座の複数の部分を包囲する支持スリーブ（９）を
備えており、
　前記支持スリーブ（９）により穿孔の壁が支えられ、それにより接続ユニットとロック
ボルトの残りの部分との間との望ましくない角度変位を防止することを特徴とするロック
ボルト打ちシステム。
【請求項２】
　接続ユニットが、ロックボルト（７）に固着される接続スリーブ（８）を備えているこ
とを特徴とする請求項１に記載のロックボルト打ちシステム。
【請求項３】
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　接続スリーブ（８）は、ロックプレート（１４）が当接する手段を備えていることを特
徴とする請求項２に記載のロックボルト打ちシステム。
【請求項４】
　前記ロックプレート（１４）が当接する手段がフランジ（13）であることを特徴とする
請求項３に記載のロックボルト打ちシステム。
【請求項５】
　接続スリーブ（８）が、溶着によってロックボルト（７）に固着されることを特徴とす
る請求項１～４のいずれか一項に記載のロックボルト打ちシステム。
【請求項６】
　拡張手段（１０）が、接続ユニット内に挿入できるニップルを備えていることを特徴と
する請求項１～５のいずれか一項に記載のロックボルト打ちシステム。
【請求項７】
　ロックボルト（７’）が、第２のロックボルト（７’’）に接続する接続ニップル（１
７）及び貫通カナルを内方部分に備えていることを特徴とする請求項１～６のいずれか一
項に記載のロックボルト打ちシステム。
【請求項８】
　吊下げ要素（１６）が、以下の要素すなわち取付けラグ、単一フック、ダブルフック、
湾曲部材又はそれらの組合せの一つを備えていることを特徴とする請求項１～７のいずれ
か一項に記載のロックボルト打ちシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吊下げ取付け部材として用いる拡張可能なロックボルトに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　トンネル掘削や鉱山においてはしばしば、作業において用いる種々の装置、例えば換気
装置、掘削機器などを吊下げる必要性がある。さらに鉱山やトンネル掘削では、しばしば
掘り出された物質やその他の物質を搬送するためにプラットホームが用いられている。こ
れらのプラットホームはトンネル又は鉱山の天井に吊下げられ、これは例えば天井に梁部
材を取り付け、そしてこの梁部材にプラットホームを固定することによって行われ得る。
【０００３】
　該装置、例えば作業プラットホームを天井に固定するために、種々の形式のボルトが使
用され得る。しばしば、膨張ボルトと呼ばれる拡張可能なボルトが使用され、ボルトは管
から成り、その内部は高圧流体のような圧力手段によって加圧され、それにより拡張する
。このような拡張可能なボルトの一例はスウェーデン国特許第７９０２１２９－１号に開
示されている。拡張ボルトは、拡張ボルトに固着される特殊な継手と共に用いられ得る。
プラットホーム又は天井に吊下げたい装置はしばしばこれらの継手に固着される。
【０００４】
　吊下げ装置としてこれらのボルトを用いる場合の欠点は、これらのボルトが特殊な吊下
げ継手と共に、トンネルの天井から実質的に突出し、その結果切断しかつ厚いコンクリー
ト層で覆うか又はそれらのいずれかを行わなければならない。これは、コストがかかりし
かも時間を浪費する作業であり、それを最少化できることが望ましい。吊下げ装置を備え
た該ボルトは安全の見地から岩盤の支持体として位置付けされ得ない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、上記の問題点を解決するロックボルトを提供することにある。一層特
に、本発明の目的は、ボルトにおける応力集中を最少化する吊下げ用の改良型ロックボル
トを提供することにある。本発明の別の目的は、岩盤中に動かす際の作業を簡単化する吊
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下げ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　これら及びその他の目的は、請求項１に記載の拡張可能なロックボルトによって本発明
に従って達成される。
【０００７】
　本発明に従って、上記の目的は、ロックボルトを拡張させる拡張手段及び吊下げ要素と
相互作用する手段を備える接続ユニットで、圧力媒体によって拡張できる拡張可能なロッ
クボルトを提供することによって達成される。接続ユニットはさらに、穿孔内に挿入でき
るような外寸で構成される。それにより、岩盤からの突出が小さくしかも良好な強度をも
つ吊下げ装置が提供される。
【０００８】
　本発明の好ましい実施形態に従って、ロックボルトに固着される接続スリーブを備えて
いる。それにより、吊下げ要素及び拡張手段をそれぞれ接続するのに実用的で容易である
。この接続スリーブは穿孔内に挿入され得、それにより岩盤から覆うべきトンネル内への
突出を最少にでき、その結果、速くて比較的効率的なトンネル掘削作業が得られる。
【０００９】
　別の好ましい実施形態に従って、接続スリーブはロックボルトに溶着され得、これによ
り一層の安全性が得られ、同時にロックボルトに対する接続スリーブの経済的でしかも実
用的な取付けが得られる。
【００１０】
　別の好ましい実施形態に従って、接続ユニットの接続スリーブは、ロックプレートが当
接するオルガン例えばフランジを備えている。これにより、本発明によるロックボルトは
岩盤支持特性を持ち、それによりロックボルトは二つの重要で有効な機能、すなわち同一
ロックボルトにおいて岩盤及び吊下げの支持を結合している。ロックプレートはさらに、
要求に応じて適切に選択され得、そして例えば規則的で平坦なロックプレート又は例えば
ドーム型ロックボルトを備え得る。本発明のこの特徴に従って、拡張可能なロックボルト
は岩盤支持体及び吊下げ装置の両方として用いられ得る。それにより、吊下げ装置及び岩
盤支持体を提供する総コストは低減され、経済的な解決が得られる。
【００１１】
　別の好ましい実施形態に従って、接続ユニットは、接続ユニットの座の少なくとも複数
の部分を包囲する支持スリーブを備えている。それにより、ロックボルトは、ボルトが穿
孔の壁に当たることによって生じる曲げモーメントに晒されるのを阻止される。
【００１２】
　別の好ましい実施形態に従って、二つのロックボルトは接合されて比較的長いロックボ
ルトを提供できる。本発明によるロックボルトは代わりに、単に岩盤から突出する最外方
部品として用いることができ、それにより市場に存在する同様な又は別の拡張可能なロッ
クボルトにおいて正規に吊下げ及びプレートに対する接続ユニットなしで穿孔に最大限に
使用され得る。
【００１３】
　別の好ましい実施形態に従って、吊下げ要素は以下の要素すなわち取付けラグ、単一フ
ック、ダブルフック、把持部材又はそれらの組合せの一つを備え得る。それにより最大の
融通性が得られ、そして吊下げ要素は要求に適応され得る。
【００１４】
　本発明はまた、上記の拡張可能なロックボルト、拡張ニップル及び吊下げ要素を有する
ロックボルト打ちシステムに関し、それにより上記の利点に相応した利点が得られる。
【００１５】
　別の利点は、本発明の別の観点において得られ、そして以下の詳細な説明から明らかと
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１６】
　上述のように、しばしば鉱山又はトンネル掘削作業においては種々の装置を吊下げる必
要がある。削岩では、岩盤を補強し安定化して岩盤自己支持を行うためにある種の岩盤の
支持体、例えばロックボルト、ケーブル又は他の要素が必要とされる。背景技術の欄で説
明したように、この目的のために用いられ得る拡張可能な管状ロックボルトがあり、例え
ばスウェーデン国特許第４２７７６４号及び同第４４３３９８号参照。
【００１７】
　本発明は、突出が最少である吊下げ装置を備えることができ、同時に岩盤掘削環境、例
えば鉱山において同一のロックボルトに存在するこれら二つの必要性を組み合わせる仕方
を提供する改良型のロックボルトを提供する。
【００１８】
　以下、図１を参照すると、本発明によるロックボルト７が示されている。圧力媒体によ
り拡張可能なロックボルト７は拡張手段１０の接続（図２参照）及び吊下げ要素１６の接
続（図３参照）用の接続ユニットを有している。接続ユニットは好ましくは、接続スリー
ブ８を有し、この接続スリーブ８は、ロックボルト７を拡張する拡張オルガン１０と吊下
げ要素１６の両方を受ける内部手段１１を含む座部材を備えている。座部材の内部手段１
１は例えばねじ山から成り、それにより拡張手段１０及び吊下げ要素１６はそれぞれ、ロ
ックボルト７にねじ込まれ得る。代わりに、図４ａ及び図４ｂに示すように、接続スリー
ブ８は代わりに、拡張手段１０及び吊下げ要素１６とそれぞれ相互作用する外部ねじ山を
備えることができる。しかし、これは、例えば拡張手段１０及び吊下げ手段１６を穿孔内
に挿入できるような寸法を拡張手段１０のスリーブ状部分及び吊下げ手段１６が備えるよ
うに、岩盤からのロックボルトの突出を実質的に長くすることなしに実施されなければな
らない。他の適当な取外し可能な接続部材も考えられ得る。
【００１９】
　接続ユニットは好ましくはまた、ロックボルト７に固着される支持スリーブ９を備えて
いる。接続ユニットの部品、すなわち存在する場合には接続スリーブ８及び支持スリーブ
９は、代わりの実施形態では一体に構成され得る。さらに、支持スリーブ９は、支持スリ
ーブが穿孔の壁に対して支持することによって接続スリーブ８とロックボルト７の残りの
部分との間の望ましくない角度変位を防止する。
【００２０】
　図２において、拡張手段１０は拡張ニップルの形態で示されているが、他の実施形態で
は拡張手段１０は例えば単純で真っ直ぐな管又は中空ケーブルであり得る。拡張手段１０
の機能は、ロックボルト７を拡張させることにあり、それにより岩盤１２にロックボルト
７を固定する。拡張は、拡張手段１０がある種の中空体を備え、この中空体を介して例え
ば高圧の下で水が供給され得、それによりロックボルト７は拡張して穿孔に当接すること
だけを必要とする。拡張ニップルは、加圧が放射状注入管によって行うことができ、それ
により手動加圧が容易となるという利点がある。
【００２１】
　拡張手段１０は好ましくはロックボルト打ちに用いられるロックボルト用の通常の規格
チャックに嵌合し、従って本発明によるロックボルト７に対して特別に構成したチャック
は必要とされない。
【００２２】
　図示実施形態において、接続スリーブ８は、ロックプレート１４が当接するフランジ１
３を備えている。ロックプレート１４の支持体としてフランジ以外の手段も考えられ得る
。ロックプレート１４をロックボルト７と共に用いることができることによって、ロック
ボルト７も岩盤を支持する手段として用いることができ、これは先行技術の吊下げ装置で
は可能でない。ロックプレート１４は通常の平坦なプレートでもよく、或いは図示したよ
うにドーム型でもよい。
【００２３】
　図示していない圧力媒体源に接続した拡張手段１０によってロックボルト７を拡張した
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提供される。また望ましくは、吊下げ要素１６を接続することもできる、図３参照。それ
により、ロックボルト７は、例えば作業プラットホームなどの吊下げ装置として用いられ
得る。吊下げ要素１６は、接続スリーブ８の内部（又は外部）手段１１例えばねじ山と相
互作用する手段を備えている。図３において、吊下げ要素１６は取付けラグの形態で示さ
れているが、しかし代わりの実施形態では吊下げ要素１６は任意の適当な吊下げ手段、例
えば単一フック、ダブルフック、湾曲部材又はそれらの組合せたものから成ってもよい。
従って必要に応じて調整できる順応性のある吊下げ装置が提供される。
【００２４】
　吊下げ要素１６はねじを抜いて外すことができ、トンネル掘削が前進していく際に再利
用され得る。これによって、少なくとも二つの利点が得られる。第１に、吊下げ要素１６
は何回も使用できるので、吊下げ要素１６のコストは低減される。第２に、岩盤からの突
出が小さく、そのため時間の浪費に繋がる使用後のボルトの切断の必要性はなくなる。そ
れによって、作業は迅速化され、さらに、下塗りコンクリートなどによる覆いの必要な厚
さは低減され、このことはそれ自体再びコストを低減する。設置は、単に僅かな簡単に組
立てられる部品でさらに非常に速くなる。
【００２５】
　図５に示すように、接続ユニットは、二つ以上のロックボルト７’、７’’を互いに結
合して長いボルトを形成するように調整され得る。これは種々の仕方で行われ得る。本発
明に従って二つのロックボルト７’、７’’を互いに結合したい場合には、外方のロック
ボルト７’は接続ニップル１７をもつ貫通ケーブルを備える必要があり、接続スリーブ８
と共に内方のロックボルト７’’に結合される。両ロックボルト７’、７’’の拡張には
穿孔に外側から圧力媒体を供給することが必要である。
【００２６】
　ロックボルト７の内方部分は代わりに、通常の拡張可能なロックボルトと共につなぎ合
わされる雄取付け部材に交換できる。従って本発明によるロックボルト７は、岩盤から突
出する単に最外方部品として用いられ、規則正しく結合した拡張可能なロックドリルは岩
盤１２において最も遠くに用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明によるロックボルトを示す。
【図２】本発明に従って取外し可能な拡張ニップルを備えた図１のロックボルトを示す。
【図３】取外し可能な拡張ニップルを取付けラグに交換した図１のロックボルトを示す。
【図４ａ】本発明に従って取外し可能な拡張ニップルを備えたロックボルトの第２実施形
態を示す。
【図４ｂ】本発明に従って取付けラグを備えたロックボルトの第２実施形態を示す。
【図５】結合された本発明による二つのロックボルトを示す。
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